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多面体多面体多面体多面体としてのとしてのとしてのとしての憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条     
──脱神話化と再構築──  

 
共同代表 君島東彦  

 
 非暴力平和隊は、日本国憲法前
文および９条に示されている平和
主義──武力によらずに平和をつ
くる努力──を実践するものであ
る。日本国憲法９条については、
「もうわかっている」「いまさら」
「もう聞き飽きた」という反応が
多いかもしれない。しかし、９条
は本当に正確に理解されているだ
ろうか。  
 日本国憲法９条は多面体である。
９条は見る角度によって異なった
さまざまな性格を示す。本稿は、
６つの視点から９条を見ることで、
９条のさまざまな性格、役割、未
発の可能性を浮かび上がらせたい
と思う。それは同時に、憲法９条
の脱神話化と再構築でもある。本
稿のような試論が、読者にとって
何らかの刺激になれば幸いである。 
 
１ ワシントンから９条を見る  
  

９条の１つの側面は、連合国に
よる枢軸国の武装解除である。日
本──ドイツ、イタリアも──が
再び連合国にとって脅威にならな
いように武装解除するということ
である。そして、武装解除された
日本の安全は、連合国＝国際連合
によって保障される、というのが
日本国憲法および占領初期の日本
政府の考え方であった。しかし、
米国の日本占領中に、連合国＝国
連の分裂・対立、つまり冷戦が進
行し、国連による安全保障は期待
できなくなった。そのため、「外部
からの侵略に対しては、将来国際
連合が有効にこれを阻止する機能
を果たし得るに至るまでは、米国
との安全保障体制を基調としてこ
れに対処する」（国防の基本方針）

という方向が選択された。  
 

 米国政府は天皇制を軍国主義と
切り離したうえで、日本をパック
ス・アメリカーナに組み込んだ。
そして冷戦ゆえに、日本の非軍事
化は直ちに放棄され、米軍を補完
する日本再軍備が追求された。米
国政府は占領末期から憲法９条改
正を打診していた。 1953 年 11 月
に来日したニクソン副大統領は、
日本を非武装化したことは失敗で
あった、憲法９条改正が必要であ
ると演説している。米軍を補完す
る日本の軍備増強は、米国政府の
一貫した要求であり、憲法９条改
正を歓迎するというのがワシント
ンの立場である。2007 年 2 月に発
表されたリチャード・アーミテー
ジとジョーゼフ・ナイの報告書『日
米同盟── 2020 年までのアジア
戦略』（戦略国際問題研究所、ワシ
ントン）も、近年の憲法改正論議
を歓迎すると述べている。ジョー
ゼフ・ナイは次期駐日大使就任が
内定している。  
 
２ 大日本帝国から９条を見る  
 
 戦後日本の保守政治家は、大日
本帝国の価値観を密かに温存しつ
つ、サンフランシスコ平和条約と
日米安保条約によってパックス・
アメリカーナに組み込まれた。昭
和天皇もパックス・アメリカーナ
に組み込まれることで、生き延び
た。彼らにとって、９条は天皇制
を護持するための「避雷針」であ
る。1946 年 2 月、日本国憲法の草
案、いわゆるマッカーサー草案を
提示された幣原内閣が、はじめは
抵抗しつつも、最終的にそれを受
け入れたのは「皇室のご安泰」の
ためである。ここで「皇室のご安
泰」と言ったとき、２種類のご安
泰が問題になるだろう。ひとつは
天皇制の存続であり、もうひとつ
は昭和天皇の戦争責任が追及され
ないということである。  
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 まず天皇制の存続については、
米国政府はかなり早い段階で判断
していたように思われる。政治学
者の加藤哲郎によれば、 1942 年 6
月 の 米 国 陸 軍 省 の 文 書 が す で に
「天皇を軍部から切り離し、平和
の象徴として利用する」という戦
略を提案している。早くもこの時
期から戦後日本の象徴天皇制を構
想していたグループが米国政府内
にいたと思われる（加藤哲郎『象
徴天皇制の起源』平凡社新書）。
1946 年 2 月という時点で考えてみ
ると、憲法９条には、軍国主義と
天皇制を切り離すことで、昭和天
皇の戦争責任の問題を後景に退か
せるという効果があったであろう
（古関彰一『「平和国家」日本の再
検討』岩波書店）。  
 
 いずれにしても、戦後日本の保
守政治家は９条を受け入れた。米
国による日本再軍備の要求もあり、
彼らは 1950 年代に憲法９条改正
を試みたが、国民の反対のために
失敗した。それ以降、保守政治家
は、９条改正には言及せず、法律
のレベルで実質的な再軍備、軍備
増強を追求する路線──明文改憲
ではなく解釈改憲──をとること
になった。そのため、戦後日本に
は、憲法にもとづく法体系と日米
安保条約に基づく法体系の「２つ
の法体系」が並存するという状態
が出現した。  
 21 世紀に入って再び、明文改憲
が追求されている。最近の日本に
見られる政治大国＝軍事大国志向
は、大日本帝国の復権という性格
も持っていると思われる。2002 年
に全面的にリニューアルされた靖
国神社の遊就館（近代日本の戦争
を展示した博物館）の展示は興味
深い。ここでは大日本帝国が生き
ている。大東亜戦争に関する一連
の 展 示 室 の 最 後 に 、「 占 領 軍
は、・・・憲法や教育基本法の制定
などで、日本の弱体化を図った」
と書かれている。  
 

３ 日本国民から９条を見る  
 
 日本国民は９条を「抱きしめた」。 
 日本国憲法を見るとき、制定過
程に注意を集中させて、押しつけ
だ、押しつけでない、という議論
をすることは視野が狭すぎる。ま
た、憲法とは条文だけではない。
護憲派も改憲派も、不適切・不必
要に憲法の制定過程および憲法の
条文ばかり見ている。憲法とはむ
しろプラクティス（実践）である。
重要なのは、制定以来 60 年にわた
る日本国民のプラクティスである。
９条を改正しようとする動き、日
米安保体制を強化しようとする動
きが起きるたびに、日本国民はそ
れを拒否し、抵抗してきた。駐留
米軍および自衛隊の存在、あるい
は自衛隊の活動が憲法９条に違反
すると主張する憲法訴訟が数多く
提起された。これらのプラクティ
スによって、日本国民は憲法９条
を主体的につかみ取った。戦後日
本の憲法研究者は、1791 年フラン
ス憲法以来の戦争放棄条項の歴史、
戦争違法化の歴史、カント以来の
平和論の歴史、そして近代日本の
平和思想・平和運動の歴史の中に
憲法９条を位置づけた。そして、
９条をめぐる数多くの憲法訴訟を
理論的に支えた。彼らはまた、日
本国憲法前文の平和的生存権の考
え方に注目し、世界に先駆けて「人
権としての平和」を打ち出した。
このような９条と前文の理解は、
日本国憲法が制定されたときにす
でに自覚されていたわけではなく、
戦 後 日 本 の 国 民 、 憲 法 研 究 者 が
徐々に獲得したものである。これ
ら 60 年にわたる日本国民と日本
の憲法研究者のプラクティスこそ
が憲法なのである。  
 
 日本国民にとって、９条は「自
由の下支え」でもある。９条は思
想・良心の自由、表現の自由、政
府批判の自由等を抑圧した軍事政
権から国民を解放したのであって、
９条は非軍事化によって自由を下
支えするものでもある。  
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 小熊英二がいうように、９条は
戦後日本のナショナル・アイデン
ティティの基盤であり、「９条ナシ
ョナリズム」というべきものがあ
ったであろう（小熊英二『＜民主
＞と＜愛国＞』新曜社）。  
 
 
 
４ 沖縄から９条を見る  
 
 マッカーサーにとって、憲法９
条と沖縄の米軍基地は不可分のセ
ットであった。憲法施行１か月後
の 1947 年 6 月、マッカーサーは「沖
縄に米国の空軍を置くことは日本
にとって重大な意義があり、明ら
かに日本の安全に対する保障とな
ろう」と述べている（中野好夫・
新崎盛暉『沖縄戦後史』岩波新書、
15 頁）。沖縄は 1945 年 6 月から
1972 年 5 月まで、米国の統治下に
あり、日本国憲法は適用されなか
った。この間、沖縄の米軍基地は
冷戦のなかでフルに利用された。  
 
 日本国憲法９条が適用されなか
った沖縄には、しかし、非戦論、
無戦論の平和思想の伝統があり、
また阿波根昌鴻に代表される非暴
力の抵抗運動の豊かな経験があっ
た。  
 
 沖縄の本土復帰は「平和憲法へ
の復帰」ととらえられた。沖縄タ
イムスは復帰の日の朝刊に、日本
国憲法全文を掲載した。沖縄の本
土復帰は、沖縄の非戦論・無戦論
と日本国憲法９条との「合流」と
いえるであろう。しかし、ワシン
トンから見て沖縄の戦略的重要性
は変わらない。復帰後も駐留米軍
によって沖縄の人々の平和的生存
権が脅かされる状態が続いている。
日本国憲法の平和主義は沖縄で最
も試されているのである。  
 
５ 東アジアから９条を見る  
 
 日本国憲法９条は日本の安全保
障の規定ではない。日本軍国主義

によって被害を受けた東アジアの
民衆の安全保障の規定である。こ
のことは現在においてもなお再確
認されている。  
 
 コフィ・アナン前国連事務総長
の呼びかけに応えて始まった NGO
のプロジェクト「武力紛争予防の
ためのグローバル・パートナーシ
ップ」（頭文字をとって GPPAC と略
称される）は世界各地域で武力紛
争予防のための行動計画（アクシ
ョン・アジェンダ）を作成したが、
2005 年 2 月に作成された「東北ア
ジア地域アクション・アジェンダ
（東京アジェンダ）」は次のように
述べている。  
 
 「私たちは、日本国憲法９条が
地 域 的 平 和 を 促 進 す る た め の 不
可 欠 な 要 素 の １ つ で あ る と 認 識
している。日本国憲法９条は、日
本 の 軍 事 主 義 を 封 じ 込 め る こ と
で 地 域 の 民 衆 の 安 全 を 確 実 な も
の に す る た め の 規 範 で あ る と さ
れてきた。とくに、紛争解決の手
段 と し て の 戦 争 お よ び そ の た め
の 戦 力 の 保 持 を 放 棄 し た と い う
九条の原則は、普遍的価値を有す
る も の と 認 知 さ れ る べ き で あ っ
て、東北アジアの平和の基盤とし
て活用されるべきである。」  
 
 このように、東アジアの NGOは、
日 本 国 憲 法 ９ 条 を 東 ア ジ ア の 平
和の基盤として使い始めている。
わ れ わ れ が 東 ア ジ ア の 平 和 を め
ざすとき、過去の克服・和解、信
頼醸成、核兵器および通常兵器の
軍縮、そして六者協議を地域平和
シ ス テ ム へ 発 展 さ せ る こ と 等 々
が課題となるであろう。これらの
課題の実現にとって、東アジアの
NGO／市民社会の役割が大きい。
非暴力平和隊・日本にも、果たし
うる／果たすべき役割がある。  
 
６  地 球 市 民 社 会 か ら ９ 条 を 見
る  
 
 NGOをはじめとする地球市民社
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会は、日本国憲法９条を「発見」
した。いまからちょうど 10年前、
1999年 5月にオランダのハーグで
開 催 さ れ た ハ ー グ 平 和 ア ピ ー ル
市民社会会議の最終日に、 5日間
の討議のハイライトとして「公正
な 世 界 秩 序 の た め の 10の 基 本 原
則」が発表された。その第１原則
は「各国議会は、日本国憲法９条
のような、政府が戦争をすること
を 禁 止 す る 決 議 を 採 択 す べ き で
ある」と述べている。それ以来、
世界の平和 NGOはしばしば国際会
議を開いて、宣言や行動計画など
の文書を作成してきたが、その際、
し ば し ば 日 本 国 憲 法 ９ 条 に 言 及
するようになった。  
 
 いまの世界には、紛争や人道的
危機への対処において、ミリタリ
ー（軍隊）をシビル（文民、市民、
市民社会）で置き換えようとする
潮流・努力が明確に存在している。
このような潮流・努力は、政府レ
ベ ル で も 国 際 機 構 レ ベ ル で も 見
られるが、とりわけ世界の NGOの
活動の中に見ることができる。非
暴力平和隊はその一例である。世
界の NGOは、シビルによってミリ
タリーを克服しようとする NGOの
努 力 と 共 鳴 す る も の と し て 日 本
国 憲 法 ９ 条 に 言 及 し て い る の で
ある。「日本国憲法９条は世界の
民衆とともにある」というべきで
あろう。非暴力平和隊も憲法９条
とともにある。  
 
７  改 め て 日 本 国 民 か ら ９ 条 を
見る  
 
 先述したように、日本国民、日
本 の 憲 法 研 究 者 は 60年 に わ た る
プ ラ ク テ ィ ス に よ っ て 憲 法 ９ 条
をつかみ取った。しかし、それは
なお不十分なものであり、９条の
精神・思想を十分に実現している
とはいえない。たとえば、９条に
立 脚 す る 日 本 の 防 衛 政 策 の 検
討・展開は不十分であったと思う。
９ 条 は ど の 程 度 ま で ミ リ タ リ ー
の使用を許容するのか、論者によ

って見解の違いがあるだろうが、
い ず れ に し て も ９ 条 の も と で 日
本の市民（シビル）による非暴力
防 衛 を き ち ん と 検 討 す る こ と は
避けて通れないはずである。宮田
光雄、小林直樹、寺島俊穂らの考
察は、この問題に関する数少ない
すぐれた研究である。  
 
 また、非暴力に関する最も重要
な実践家・思想家であるガンディ
ー の 思 想 や 実 践 を ９ 条 と の 関 連
で 考 察 し た 研 究 が 不 十 分 で あ っ
たことは、戦後日本の平和研究の
問題点である（付言すれば、ガン
デ ィ ー の 著 作 の 中 に 日 本 国 憲 法
９条への言及はない。日本国憲法
が公布・施行された頃、ガンディ
ー は ヒ ン ド ゥ ー と ム ス リ ム の 融
和に全力を注いでおり、日本に関
す る ニ ュ ー ス に 注 意 を 払 う 余 裕
はなかったと思われる）。近年、
東 京 裁 判 で 被 告 人 無 罪 と い う 反
対 意 見 を 書 い た イ ン ド の 法 律 家
パ ー ル の 判 決 お よ び 思 想 に 関 連
して、ガンディー主義と憲法９条
が議論されている（中島岳志『パ
ー ル 判 事 ─ ─ 東 京 裁 判 批 判 と 絶
対平和主義』白水社、 2007年、小
林よしのり『パール真論』小学館、
2008年）。ガンディーの実践・思
想 と 日 本 国 憲 法 ９ 条 と の 関 係 を
き ち ん と 理 解 す る 必 要 性 を 痛 感
する。これもまた非暴力平和隊・
日本の課題であろう。  
 
 
本稿は、『歴史地理教育』 2009年 5
月号（歴史教育者協議会）に掲載
された拙稿にもとづいて、大幅に
加 筆 修 正 し た も の で あ る こ と を
お断りしておきたい。   
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NPJNPJNPJNPJ のののの「「「「今後今後今後今後のありのありのありのあり方方方方」」」」    

－歩きながら考えよう－ 

事務局長 安藤博 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３月の総会での決定に基づき、創立か

ら５年を経た非暴力平和隊・日本（NPJ）

の＜総括と展望＞に関する全国集会が

この春からの１年間に行われていきま

す。まだ広く知られるには至っていない

私たちの活動をできるだけ多くの人々

に知ってもらい、支援を得ようとする

“全国行脚”です。未知の人々と接する

機会を作るなかで、NPJ が何をしようと

するのかが、問われています。 

この“全国行脚”を、わたくしは以下

の理由でとても重要なことだと考えて

います。 

１、2007 年秋、ナイロビで NP 総会が開

催されたのを機に、東京、東北（秋田）

から九州（鹿児島）までの各地で＜NP

総会報告＞と銘打って一連の集会を

行った。しかし、その成果を NPJ 会員

増のような、目に見えるかたちであげ

ることはできなかった。「壮大な無駄

遣い」との評価もあったが、NPJ 財政

への負担の大きさ、また、多忙な中、

各地で講師を務められたNPJ理事など

のご苦労を思えば、そうした評価も故

なしとしない。その二の舞い・同工異

曲を避けるため、新たな“全国行脚”

は、十分な備えをする必要がある。 

２、NPJ が支援に力を入れてきたスリラ

ンカでの NP 活動は、現地の軍事情勢

などにより行き詰まりを見せており、

NPJ としてはこうした後方支援とは独

立の、日本の NP 自体として活動のあ

り方を検討すべきである（活動が「後

方支援」だけに止まれば、スリランカ

などでの活動が頓挫するのに伴い、

NPJ は“孤児”になりかねない）。 

３、NPJ の会員数は、頭打ち、ないしジ

リ貧状態にある。設立の“初心”に立

ち返り、日本の現況に即して活動のあ

り方を改めて考える必要がある。 

こうした判断から、３月総会では「NPJ

のこれからの活動について」の徹底討論

を予定していました。当然ながら、NPJ

規約に設立の「目的」（第 3 条）、「活動」

（第 4条）が謳われています。それを設

立以来の活動実績を踏まえ、多くのひと

の共感を得られるように、分かりやすく

親しみやすいものに肉付けしていく必

要があるからです。総会では、時間が少

ないなかで討議事項が多かったことも

あり、「徹底討論」には至りませんでし

た。“全国行脚”を進めながら、この肉

付けをしていかねばならないでしょう。 

NPJ の活動のあり方、要するに具体的

に何をするかを考えるなら、具体的に身

体を動かし活動するなかでそうするの

が一番であるかもしれません。「わたし

たちはどこへ行くのでしょう」と机上の

論議する前に、先ずは NPの理念にかな

った具体的な行動を起こしてみること

です。個々の NPJ メンバーがそれぞれの

思いで取り込む行動の集積が、自ずと

「NPJ の活動のあり方」を示すことにな

るでしょう。 
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３月の総会では、そうした討議するこ

とはできなかったものの、この懸案に対

する一つの答えが、いみじくも具体的に

出されることにもなりました。君島代表

の提案をもとに「スリランカ和平に向け

ての要望書」を立案し、外相や日本スリ

ランカ友好議員連盟などに送ったこと

です。 

要するに「歩きながら考えよう」です。

「考える」のを止めることではありませ

ん。大事なのは、「歩く」事、それぞれ

に「歩き続ける」事でしょう。 

自分はと言えば、NPJ メンバーを増や

すのを「歩く」ことの基本におくつもり

です。（いつの間にか“事務局長の独り

相撲“みたいになっている）＜ＮＰＪ中

期計画（2008-2012 年度）＞（2008/6/16）

並びにその＜活動方針＞に即して、「計

画期間中に会員倍増」、そして自分一人

では（井上日召みたいでちょっとイヤミ

だけれど）「一年にひとり獲得」を目指

します。 

会員獲得という、本来なら活動の手段

であるべきことを「目的化する」とのご

批判が出ることは承知の上です。非暴力

平和活動は、政治・権力活動ではありま

せん。したがって田中角栄の不朽の名言、

「政治は数、数は力」に即し（これに金

権をまぶした）角栄流議会制民主主義を、

わたしたちの活動に援用するつもりは

ありません。 

しかし、数、つまり会員数のジリ貧が、

活動自体の衰微につながることは確か

でしょう。逆に、各地の集会などを通じ

て NP活動のことを知り、なんらかのか

たちで資金提供をしてくれる、広い意味

での会員数を増やすことは、大きな意味

があります。数がものを言い、暴力（軍

事力）への依存を止めようとしない現実

政治の中で、NP/NPJ の数が、非暴力平和

の理念が踏み潰されないようにすると

いう営みに、つまりＮＰ活動そのものに

つながることは確かでしょう。 

 そうした思いで、ことし 2009 年は、

自宅近くに大畑・徳留ペアのＮＰ講演会

を我田引水する事から始めました

（NPJ/NL27 号、2009/2/28 発行所収の安

藤稿、「市川市で約 50人の集会」参照）。

この集会を機縁として、今度は東京で、

＜わだつみのこえ記念館＞というＮＰ

活動にも深くつながる有力な団体の会

館を会場とする意義深い集会を開催す

る見通しが立ってきました。 

このようにして、ひとつのチャンスを

次につなげて行く工夫を凝らしていき

たいと思います。ここまでくると、どう

しても“体育会“の地が出てきてしま

います。が、実を欠いた“数・スポーツ

競技“の邪道に踏み込む恐れなど、少し

もないと確信しています。場さえ用意す

れば、NP 理念の真髄と実践をひとびとに

伝えてＮＰの本道を発揮できる講師陣

を十分に抱えているからです。 

あとは、NPJ 監事の鞍田東さんが福島

での活動経験を通じて力説されること、

つまりただ集会を開くだけではだめで、

参加者を募るなかでの下ごしらえとア

フター・ケアに十分意を尽くすことです。 
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NP(J)のこれまで 5 年間の活動の総括

と展望に関する全国各地集会の開催

（実施済み、予定）は次の通りです。 

最寄りの会員のご参加とご友人・知人

に呼び掛けをお願いします。 

■ 実施済み 

【東 北・仙台】 

4 月 11 日（土） 14:30～ 

【東 北・郡山】 

4 月 12 日(日) 10 時～12 時  

「非暴力平和隊 活動報告会」 

講師：大畑豊（非暴力平和隊・日本共同代表） 

徳留由美（前非暴力平和隊スリラン

カ・フィールドチームメンバー） 

    （郡山参加者 12 名） 

 

■ 今後予定の集会 

【北海道・札幌】 

5 月 24 日（日）午後 

「非暴力平和隊のこれまでとこれ

から──憲法９条を実践する人々」 

 

講師：君島東彦（非暴力平和隊・日本

共同代表／立命館大学教員） 

   徳留由美（前非暴力平和隊スリラ

ンカ・フィールドチームメンバー） 

 

★札幌で非暴力平和隊の活動を紹

介する集会を開きます。 

時間、会場は近日中に NPJ のウェブ

サイトでお知らせします。 

 

【中国・広島】 

6 月 2 日（火）17：30～20：00 

「非暴力平和隊の現状と展望」 

会場：未定 

講師： 

岡本三夫（非暴力平和隊・東アジア・

コーディネーター） 

阿木幸男（非暴力平和隊・国際理事） 

徳留由美（前非暴力平和隊スリラン

カ・フィールドチームメンバー） 

前田恵子（非暴力平和隊・日本理事） 

 

【関西・京都】 

6 月 3 日（水）18:30-21:00 

「非暴力平和隊のこれまでとこれ

から──インドとスリランカで考

えたこと」 

会場：キャンパスプラザ京都 

（JR 京都駅近く）４階第４会議室 

講師：李 亘（立命館大学法学部４ 

回生／NPJ インターン） 

徳留由美（前非暴力平和隊スリラン 

カ・フィールドチームメンバー） 

君島東彦（非暴力平和隊・日本共同

代表／立命館大学教員） 

 

■ 計画中の集会 

【関東】5 月 26（火）13－17 時 予定 

会場：「わだつみのこえ記念館」 

（本郷・東大前）での集会を企画中 

【名古屋】 【九州】・…計画中 
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非暴力平和隊・日本（NPJ）主催    

「「「「憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条とととと国際貢献国際貢献国際貢献国際貢献    

                ────紛争地紛争地紛争地紛争地でででで何何何何をするかをするかをするかをするか」」」」 

 最近でのイラクへの派遣など「とにかく

自衛隊」という政府の姿勢が目立ちます。国

際社会における紛争解決に対し「武による威

嚇又は武力の行使は、・・・永久にこれを放

棄」するという日本の誓いはどこにいったの

でしょうか。 

  

 また憲法は、海外の紛争をただ傍観せよと

しているわけではありません。９条に即して

非暴力に徹すると同時に、武力によらない紛

争解決への真摯な努力を求めていると思い

ます。 

  

 東チモール、アフガニスタン等の紛争現場

で武装解除に携わるとともに、政府に対して

も積極的な発言をしている伊勢崎賢治さん、

スリランカ、フィリピンにおいて市民の非暴

力介入による紛争解決を実践している非暴

力平和隊の君島東彦さんによる対談をとお

し、日本として、日本市民としてできること

を考えていきたいと思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

講師講師講師講師：：：：    伊勢崎賢治伊勢崎賢治伊勢崎賢治伊勢崎賢治    

（（（（東京外国語大学大学院教授東京外国語大学大学院教授東京外国語大学大学院教授東京外国語大学大学院教授））））    

対談対談対談対談：：：：    君島君島君島君島    東彦東彦東彦東彦    

（（（（NPJNPJNPJNPJ共同代表共同代表共同代表共同代表、、、、立命館大学教授立命館大学教授立命館大学教授立命館大学教授））））    

    

日時日時日時日時：：：：6666月月月月21212121日日日日    18:1518:1518:1518:15～～～～20:4520:4520:4520:45    

    

会場会場会場会場：：：：文京文京文京文京シビックセンターシビックセンターシビックセンターシビックセンター３３３３階階階階        

（（（（障害者会館障害者会館障害者会館障害者会館））））会議室会議室会議室会議室Ａ＋ＢＡ＋ＢＡ＋ＢＡ＋Ｂ    

     電話 03(3812)7111 

 

アクセス：営団地下鉄丸の内線・南北

線 後楽園駅 徒歩１分 

     都営地下鉄三田線・大江戸

線 春日駅  徒歩１分 

参加費：８００円 

講師紹介： 

● 伊勢崎賢治 

東京外国語大学大学院教授。 

紛争予防・平和構築講座を担当。 

インド国立ボンベイ大学大学院留学中にス

ラム街の住民運動にかかわり、その後国際NGO

メンバーとしてアフリカ各地で活動。 

国連東ティモール暫定行政機構上級民政官

として県知事を務め、国連シエラレオネ派遣団

武装解除部長、日本政府特別顧問としてアフガ

ニスタンで武装解除を指揮。 

著書に『武装解除 紛争屋が見た世界』（講

談社現代新書）『自衛隊の国際貢献は憲法九条

で』（かもがわ出版）などがある。 

 

● 君島東彦（きみじま あきひこ） 

立命館大学国際関係学部教員。 

専門は憲法学、平和学。 

非暴力平和隊の設立にかかわる。現在、非暴

力平和隊・日本共同代表。 

著作として、『非武装の PKO──NGO非暴力

平和隊の理念と活動』（明石書店、編著）、『平

和学を学ぶ人のために』（世界思想社、編著）

など。 

毎年、ノーベル平和賞の候補者をノミネート

している。昨年は秋葉広島市長と田上長崎市長

を、今年は中村哲氏とペシャワール会をノミネ

ートした。 
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「「「「バルセロナバルセロナバルセロナバルセロナ国際理事会国際理事会国際理事会国際理事会」」」」議題議題議題議題  

  （4月 16日～26日） 

国際理事 阿木幸男 

  

 これまで、隔月、スカイプを利用し

て、「国際理事会」電話会議を開催して

きた。今回、スペインのバルセロナ市

で、ほぼ全員の国際理事が集う。ＮＰ

本部スタッフ、ブリュセル事務局員、

スリランカ・カウントリーデイレクタ

ー代理、ミンダナオ・プロジェクト代

表、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、

北アメリカの各地区デイレクター、Ｎ

Ｐ顧問、なども参加する。 本会議の

前にスペイン支援者、市民との交流の

ため、プレイベントを開催する。 

１６日： 

■市民平和活動と 

カタラン議会協同関係 

■ＮＰ記者会見 

１７日： 

■第３者非暴力行動を通じて、暴力的

な紛争を平和転換のための市民平和

活動にめけて、民間、政府機関のパ

ートナーシップ 

■ヨーロッパでの「市民平和活動」民

間、政府機関パートナーシップ成功

例の紹介 

＊ノルウエー＊ドイツ 

＊ヨーロッパ・ユニオン 

１８日： 

■バルセロナ市庁舎訪問 

■記者会見 

■国際理事会 

１９日： 

■ＮＰ長期計画 

（２００８年ー２０１２年）検討 

■財政委員会 報告 

■資金獲得活動」現状と今後について 

「ＮＰ内部のコミニュケーション検討 

２０日： 

■非暴力トレーニング（担当：Rajib-

インド） 

■スリランカ・プロジェクト 報告 

■地区連絡調整 

■ミンダナオ誘拐事件－Jaleelに関す

る最新情報 

■スーダン・プロジェクトの検討 

■元ＦＴＭから出された「プロジェク

トの問題と懸念、提言」の検討 

２１日： 

■新規フィールドメンバー募集と事前 

トレーニング 

■メル・ダンカン事務局長から 

新国際事務局長への移行プロセス 

■ＮＰ補足条項 検討 

■ラム理事辞任と後任について 

■国際理事会の現状と今後 

■資金獲得キャンペーン資料、 

成功例の紹介、検討 

■ＮＰホーム・ページ 

■ミネソタ事務所、 

ブリュセル事務所について 

■国際デイレクター選考委員会 報告 

２２日： 

■ＮＰ地域活動報告 

■地域活動の拡大と課題 

■メンバー・団体の検討 
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－新規追加と排除についての検討ー 

【ナイロビ会議でＭＯについて、検討す

ることになっていたが、検討実施はさ

れなかった。以前から指摘があった、

「「「「活発活発活発活発ななななメンバーメンバーメンバーメンバー団体団体団体団体」」」」と「「「「名前名前名前名前だけだけだけだけ

ののののメンバメンバメンバメンバ団体団体団体団体」」」」の取り扱い、参加条件、

権限、等に関して検討する】 

■新ＦＴＭトレーニングの紹介と検討 

２３日： 

■資金獲得トレーニング 

■ＮＰ財政報告。予算調整について。 

■ＮＰ執行委員会 報告。 

■ＮＰ長期計画の再検討 

■行動計画提案 

■国際理事会の評価、感想。 

２４日： 

■新国際理事、事務局の意見交換、交

流 

２５日、２６日： 

■ＮＰ各委員会の会合 

■スペインの平和活動関係者との交流 

 

【解説】 

国際理事会は今回のバルセロナで 4 回

目となります。これまでの国際理事会

は次のとおりでした。 

■ 第 1 回 クエルナバカ、メキシコ 

  2004 年 7 月 2 日～5 日 

（君島共同代表出席） 

■ 第 2 回 グアテマラ市、グアテマ

ラ 

  2005 年 8 月 24 日～27 日 

（君島共同代表出席） 

■ 第 3 回 コロンボ、スリランカ 

  2007 年 2 月 16 日～18 日 

    日本から出席せず 

 

世界の 60 余の NGO の連合体であり、米

国、中南米、欧州、中東、アフリカ、

アジアの6大陸から14名の国際理事で

構成される執行の最高機関である国際

理事会は、隔月、スカイプを利用して、

電話会議を開催していますが、いわゆ

るフェース・トゥ・フェースの会合は、

ほぼ 2 年に一度の頻度で開催されてい

ます。 

尚、非暴力平和隊の日々の意思決定は、

国際理事で構成される 4 つの委員会、

統治執行委員会、財務委員会、使命遂

行委員会、法務諮問委員会でそれぞれ

の分野の審議、決裁がなされます。 

これらの意思決定には、スタッフの献

身的な奉仕が欠かせません。スタッフ

責任者も国際理事会で大きな役割を果

たします。下記にスタッフ責任者を紹

介します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

メル･ダンカン：事務局長  在：米国       

デビッド・グラント：戦略関係 

             在：米国 

フィル・エズモンド：訓練・能力開発 

          在：スリランカ 

ティム・ウオリス：プロジェクト総括 

在：英国（現在、スリランカ責任者） 

アニスツカ・コモフ：募金・資金調達 

          在：ブラッセル 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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3月 14日の NPJ年次総会で、スリラ

ンカ和平への日本政府の積極的対応を

要請する決議を受けて、下記の要望書

を外務大臣、国会議員に提出した。 

 

2009年３月１６日 
外務大臣 中曽根弘文殿 

 

スリランカスリランカスリランカスリランカ和平和平和平和平にににに向向向向けてのけてのけてのけての要望書要望書要望書要望書    

           

非暴力平和隊・日本 

 共同代表 君島東彦 

大畑 豊 

 

 スリランカの内戦状態に終止符を

打ち、恒久的和平への糸口をつけるた

め、日本国政府がスリランカ政府に対

して非暴力の平和的手段で紛争解決

をはかることを促すよう、強く要望し

ます。 

  

スリランカ政府の軍事力によって

長い内線状態が終結しようとしてい

るとの観測も行なわれていますが、こ

の段階で一般市民・地域住民が紛争に

巻き込まれて多数の死傷者を出す恐

れが強まっています。過去五年間、ス

リランカで平和活動に当ってきたわ

たくしたち非暴力平和隊は、現地のひ

とびとの苦境を思い、事態の悪化を深

く憂慮しています。 

  

日本がこの地に対する最大の援助

国として務めてきた平和構築への努

力を踏まえて、スリランカ政府が賢明

な非暴力的行動をとるように働きか

けられることを強く求めます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

同様の要望書を下記議員連盟あて提

出した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日本・スリランカ友好議員連盟 

事務局長 小渕優子殿 

 

日本・スリランカ友好議員連盟会長 

野呂田芳成殿 

 

■ 4 月 21 日、参議院外交防衛委

員会が開かれましたが、そこで藤田幸

久議員（民主党、茨城県選出）がスリ

ランカ情勢についてかなり突っ込ん

だ議論をしています。現在の人道危機

において、日本政府は積極的な態度を

スリランカ政府に示すべき、国連安保

理をすぐ開催すべき、と訴えています。

その背景には、スリランカ政府が 48

時間以内に LTTE が無条件に武装解

除しなければ全面攻撃を開始すると

の声明発表でした。 

これに対し、中曽根外務大臣、橋本

聖子外務副大臣の答弁は、4カ国議長

国会議（米国、カナダ,EU、日本）で

しかるべき対応を協議している、とい

うおざなりな回答でした。 

 

■ 4 月 23 日現在、メディア情報

によれば LTTE によって人間の盾と

されている 10 万人に及ぶ一般市民の

多数が安全な場所に避難殺到してい

るとのことです。LTTE側にはなお数

万人が取り残されているようです。 
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【理事会/総会 報告】 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜日時＞：3月14日（土曜日）  

    理事会 14:00－15:30      

総会  15:40－18:00  

＜場所＞：河合塾新宿校別館 

・コスモコース  

理事会 

 出 席：青木護、青山正、阿木幸男、

大島みどり、大橋祐治、大畑豊、

小笠原正仁、君島東彦、前田惠子、 

野平晋作（吉岡達也代理） 

 委任状：浅見靖仁、奥本京子、 

岡本三夫、 

 欠 席：城間悠子、中里見博 

 会 員：鞍田東、徳留由美 

 非会員：前田黎 

総会：上記メンバーのほか委任状 11通 

議長： 安藤博  書記：大畑豊 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜議題＞ 

●2008年度の活動報告、並びに決算 

（見込み、別表参照） 

活動活動活動活動    

 ・毎月の月例会、 

・ニュースレター隔月回発行、 

 4月：「非武装のPKO」（明石書店）出版 

 5月：・ 9条世界会議参加 

・（「紛争地で活かす9条」） 

成蹊大学講座 

 6月： 

 ・平和学会分科会発表 

「地域紛争への非暴力介入の課題

と可能性」 

・ピースカレッジ（さいたま） 

 7月： 

 ・大竹財団「スリランカ民族抗争の非

暴力的な解決」 

         （中村尚司、大畑、阿木） 

 8月： 

 ・NPJ交流会（岡山）「非暴力平和隊

の実践に学ぶ」 

・ふくしま非暴力平和ネット 

 9月：・「紛争地におけるNGOの役割と 

可能性」（谷山博史JVC代表、NPJ） 

10月：・ジハン・ペレーラ氏（スリランカ

NPC）平和貢献賞受賞記念講演・参加 

11月：・河合塾コスモ「ワーキングプア

ー、貧困と民族紛争」 

12月：・清泉女子大学大学院・地球市民

学専攻公開合同セミナー 

 1月：・「いま、世界平和を創り出すた

めに」カトリック市川教会 

 2月：・「三鷹市民交流会」、「市民ネ

ットワーク」（三鷹市） 

 

決算決算決算決算・・・・予算予算予算予算    

    

・単年度では約18万円赤字となるがこれ

は当初予算になかったウェブサイト作

成費のため。会費収入は高めに設定した

こともあり、到達できなかった。また活

動がそれほど活発でもなかったので、諸

経費は当初予算を下回るものになった。

次年度予算はほぼ例年どおりなものに

した。またこれまでになかった予備費の

項目もつくる（予備費として100,000円

計上）。 

 

・会員状況会員状況会員状況会員状況  

2009年3月26日現在 

（カッコ内は会費未者納数） 

  正会員 72（20） うち学生 7（5）  

  賛助会員128（54） うち学生 7（5） 

 団体    6（2） 

  インターン 5 

  合計   211（86） 

 

・今年度新会員12人 

 4月福岡3人、神奈川1人 

 5月東京1人 

 7月福島・広島・滋賀各1人 

 8月岡山1人 
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 9月東京1人 

 12月福島2人 

新規会員には今後、動機・関心・入会経

路等をアンケートする 

 

●理事など役員人事 

 

・浅見理事より多忙とのことで辞任の申

し出があり、了承された。 

・鞍田氏より徳留由美氏を理事にとの提

案が出されたが、徳留氏よりまだ日本で

の生活基盤ができてない、とのことで辞

退した。 

・鞍田氏より「名誉理事」創設の提案が

なされたが否決された。 

・これまで「月例会」という非公式の場

でものごとが決まってようにも見受け

られるので「執行委員（会）」をつくり、

決定に正当性を持たせる。執行委員には

とりあえず両共同代表、事務局長、会計

担当理事（大橋）で構成し、毎月「月例

会」時にスカイプを活用した電話会議形

式で行なう。オブザーバー参加も認める。 

運営方法に関しては今後の試行錯誤の

なかで柔軟に対応していく。 

 

●2009/8/21-23日、ソウルでと予定され

ているNPJ/NPC交流会議への参加確認。 

 

・参加を希望する学生などへの渡航費助成は10

万円（1人2万円まで、5人）とする。 

・22日（土）午後にメインの会合を行なう。 

・参加予定者 

  参 加：安藤、小笠原、大橋、大島、

徳留、 

  部分参加：阿木、大畑 

  未 定：前田、青木 

  不参加：君島 

 

●徳留、大橋、大畑の外務省訪問報告の

あと、君島代表から外務省への「スリラ

ンカ和平に関する要望書 」提出が提案

され、採択される。（要望書は別紙参照） 

 

●鞍田監事から「ＮＰ（Ｊ）を知らない

新しい方にご縁を拡げるために」との提

案を受け、NP(J)のこれまで6年間の活動

の総括と周知をするための各地集会を

開催する。 

 

担当：北海道  安藤 

   東 北  安藤 

   関 東  大畑 

   名古屋  阿木 

   関 西  君島 

   中国（広島） 前田 

   九州（福岡） 安藤 

4月24日までに開催予定案を回答する。    

（集会開催状況は別紙参照） 

 

●NPの現状、展望、課題－国際理事会を

通して考える：阿木 

 

・フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンで誘拐されたジャリールと

は連絡がとれ、安全は確認されている。

詳細はメルとアティフしかわからない。

ドナ代表とティムには随時報告がされ

ている。 

 

・スリランカスリランカスリランカスリランカ情勢情勢情勢情勢 

 

 スリランカはメディア規制が強く、そ

の情報の信用性は高くない。ジャーナリ

ストの殺害、北部へのジャーナリストを

入れない状態が続いている。INGOへの規

制も強いが、その規制はGAや大臣個人に

よる判断もあるようで、（法的に）どこ

まで規制されているのか不明。NGOスタ

ッフは修士号を必要とする、ということ

もすべてのNGOに適用されているのか不

明。 

 

トリンコマリー事務所は閉鎖という話しだっ

たが、2月時点では閉鎖されてない。 
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スリランカ・プロジェクトは昨年１年

で代表者が3人、代行も含めると４人も

代わっている。2月に内定していたサイ

モン・スミスもその後辞退し、次期責任

者が決まるまでティム・ウォリス（プロ

グラム・ディレクター）がスリランカ代

表を務めることが決まった。 

また国際事務局長も辞任することが

決まっていたメル・ダンカンが次期局長

が決まるまで辞任を延期した。 

 

・国際事務局国際事務局国際事務局国際事務局 

 

資金調達は順調に進んでおり、今年は

４億円が見込まれる。経済状況にも関わ

らず、米国内個人寄付が増えている。去

年９月からの「１万人キャンペーン」と

いうDMキャンペーンやワシントンDC、NY、

シカゴ等の大都市での現地スタッフ等

による全米スピーキングツアーが成果

を出している。 

 

ユニセフ等国際機関のほか、EU、ドイ

ツ、オーストリア、スイス等の政府から

の助成金も増えている。元国連職員を専

門家グループとして活用している。 

使途指定の寄付ではミンダナオが増

えている。ミンダナオ23人、スリランカ

10人増員の予定である。 

 

「中期計画2008－2012」報告がつい最

近送られてきた。それによると100人規

模派遣のプロジェクトを含む複数のプ

ロジェクトをもつこと、一時期に200人

レベルの派遣、500～1000人のトレーニ

ング済み要員をもつ、となっている。 

 

●「NPスリランカプロジェクトについて」徳留 

 

 なまなましい現地の様子がパワーポ

イントを使ってわかりやすく報告され

た。是非各地で報告会を企画してほしい。 

●NPJ白山事務所の移転 

同室させてもらっているピースネット

の移転に伴う引越し。 

 

新事務所新事務所新事務所新事務所：：：：    

千代田区神田淡路町千代田区神田淡路町千代田区神田淡路町千代田区神田淡路町１１１１‐‐‐‐２１２１２１２１ 

静和静和静和静和ビルビルビルビル１１１１階階階階ＡＡＡＡ室室室室    

 

 最寄り駅は新お茶の水駅。総評会館裏。

広さは８坪（現在） 

 家賃（分担金）は現在より安くなり２

万円になる予定。 

 5月30日31日で引越し作業を行なう、

新事務所は6月1日から使える。 

 

●出版計画 

  

君島代表が非暴力研究の第一人者ジー

ン・シャープ氏の翻訳・編集をし明石書

店から出版することになり、フィージビ

リティ・スタディの翻訳作業には時間が

とれなくなった。シャープ氏の本がNPJ

シリーズになるのかどうかは未定。 

 

●NPJの今後の活動 

 

・スリランカ代表辞任で延期されたスリ

ランカ訪問は４月スペインでの国際理

事会後に検討する。 

・各地NPJ集会は上記のとおり。 

・伊勢崎賢治講演会 6月21日か28日午

後で打診する 

・次回月例会（執行委員会）4月24日18：

00～ 白山事務所 

・韓国アナバプティスト・センターのLee 

Jae-youngを中心にいま設立準備がすす

められているNortheast Asia Regional 

Peacebuilding Institute, NARPI（「東

北アジア平和構築インスティテュー

ト」）のプロジェクトにNPJが協力する。 

８月のソウルNPJ/NPC交流会議でも議題

とする。 
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「「「「西片町教会西片町教会西片町教会西片町教会・・・・九条九条九条九条のののの会会会会」」」」    

発足までの歩み 

          会員 日置祥隆 

 

９・１１テロ後、アメリカのアフガン、

イラクへの報復攻撃の開始と泥沼状態

が続くなか、日米同盟の名のもとに自

衛隊のイラク派遣が現実化し、それは

日本の平和憲法の崩壊として国民は危

機にたたされた。２００４年６月、井

上ひさし、加藤周一氏ほか知識人９名

の呼びかけで「日本国憲法」を守ろう

というアピールのもと、「９条の会」が

設立された。それは沖縄から北海道ま

で全国各地にうねりのごとく波及拡大

し、市民の草の根運動の組織として８

０００余の「９条の会」が立ち上がり

活動するに至ったのは周知の通りであ

る。 

 

２００６年３月キリスト教会単一と

しては初めて「西片町教会・九条の会」

が発足した。当時すでに「宗教者９条

の会」とか東京文京区にも(文京９条の

会)があったが、政党色，党利に縛られ

ない、キリスト者だけの組織があって

もよいのではないかという意見のもと

に、教会員有志約４０名の賛同を得て

誕生スタートすることとなった。(何故

教会に９条の会が出来たのか)、設立時

の設立趣意書の主文は次の通りとした。 

 

キリスト・イエスの説かれた聖書に

基づく信仰により、主日礼拝を重んじ、

贖罪の救済を感謝して受ける私たちは、

戦後の我が国の社会における信仰の応

答として、教団が１９６２年「日本国

憲法擁護に関する声明」を明らかにし、

１９６７年「戦争責任告白」を表明し

ました。世界の平和を希求する願いを

もって、いま、私たちは改変が議論さ

れている「日本国憲法」第九条を護る

ため「西片町教会・九条の会」を設立

することにしました。 

 

文中の「戦争責任告白」は日本基督

教団総会議長 鈴木正久の名おもとに

されたが、鈴木正久牧師は西片町教会

の牧師でもあった。この声明は当時と

しては画期的な視点(戦争による被害

者だけでなく、加害者意識を持つこと)

からの発言であり、現在では私たちの

平和活動の原点の一つでもある。１９

６９年鈴木正久牧師急逝の後、志を引

き継いで後任の山本将信牧師は「告白

の懺悔」を真実のものとすべく、西片

町教会は１９７０年以後の韓国朴軍事

政権の弾圧に抵抗していた韓国キリス

ト者の民主化運動の支援活動を行った。

それはソウル・チェイル教会との連帯

となり、西片町教会は姉妹締結３２年

を経過、日韓友好の絆を深めている。 

 

山本将信牧師の後任の山本裕司牧師

も「九条の会」に熱意をもって賛同し、

設立に際し次のメッセージをして頂い

た。 
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武力放棄を語る憲法９条は御言葉に従う者に

相応しい憲法です。「剣を取る者は皆、剣で滅

びる」(マタイ ２６・５２) 「しかし、わた

しは言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者

のために祈りなさいい。」(マタイ ５・４４) 

キング牧師は説教で語ります。「憎しみに対し

て憎しみをもって報いることは、すでに星のな

い夜になお暗黒を加えるようなものだ。暗黒は

暗黒を駆逐することは出来ない。ただ光だけが

出来る。光とは愛のことなのだ。」アーメン 

 

牧師の言葉のとおりである。御言葉

は「非暴力」「愛敵」に生きることが第

一だと言っておられる。イエス・キリ

ストは殺人行為を伴う戦争をお許しに

なるであろうか。お許しにならない。

大きな罪として裁かれるのである。日

本国憲法の平和主義は「殺されること

はあっても殺さない」とする精神のも

のではなかろうか。敵に殺されないた

めの防衛軍が必要だという思考は、ア

フガン、イラクの無実の民間人をも(防

衛)の名のもとに殺してしまっている

アメリカと同じ思考でしかない。防衛

費に膨大な国家予算を投入している日

本、防衛力の強化ということは、その

前提に仮想敵国をつくっていることな

のだ。過去の日本の戦争はすべて「自

衛」の名のもとの侵略戦争であったこ

とを銘記すべきなのだ。 

 

私たちは日本国憲法の前文にあるよ

うに「平和を愛する諸国民の公正と信

義に信頼する」のである。殺されかも

しれないが殺されないことを信じるの

である。西片町教会九条の会報「南風

よ吹け」第６号で山本裕司牧師は次の

ように述べている。 

 

教会の唯一の目的は平和が支配する「神の

国」の類比なのです。その目的のために「九条

の会」を用いて憲法改悪に対して、学習し、発

言する場を得ようとしているのです。「神の国

の類比」を求めるからこそ、国の行なう政治は

私たちの生活の隅々 まで至っています。従って

教会が「政治的なことに一切係らない」と言っ

ても、それは「政治に係らないという政治的立

場」となるのです。それは結局、神の言葉を無

視する権力者たちの暴走を許していることと

同じになる場合があるのではないでしょうか。  

瀕死の旅人を見て、「道の向こう側を通って

行った」(ルカ １０・３１～３２) 祭司やレ

ビ人同様になるのではないでしょうか。「向こ

う側を通って行く」ことも「係らない」という

一つの(政治的)態度なのではないでしょうか。

主は寄ってたかって殴られ倒されてしまった

人(憲法9条)に「近寄って傷に油とぶどう酒を

注ぎ包帯をし」(１６・２４)た善いサマリア人

を誉めてくださいました。西片町教会が今ひど

く虐められている「憲法９条」を助け起こし、

介抱し、その生命が再び若々 しく漲ることを願

っています。 

 

創立１２０周年を迎えた西片町教会は、

これからも「神に国の類比」を求めて

歩んで行きたいと願っている。 
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トランセンドトランセンドトランセンドトランセンド・・・・日本日本日本日本とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会    

＜非暴力介入＞を掲げるNGOの集い 

 

トランセンド研究会（TRANSCEND Japan）

とNPJの交流会を、大阪女学院大学にて3

月23日（月）18：00～21：00に開催した。

紛争を武装化させない活動や研究は、世

界中でたくさん実践されている。が、今

の日本では、紛争・暴力の問題を「どう

扱うか」が置き去りにされてきた感が否

めない。今回は、非暴力的手法により、

紛争（暴力前、最中、後）の現場に「介

入」して、状況を好転させるための２つ

のグループが集い、その矛盾を含む仕事

について対話ができた。 

 

徳留由美さんによるフィールド報告は、

現実の課題を示してくれた。「平和のた

めの空間をつくる」NPの活動は、当面の

暴力の発生を食い止めるという点で重

要な活動であることは間違いない。が、

「消極的平和（否定的ということではな

い）」の創造に留まるのではないか。「積

極的平和」の創造を目指すにはどうした

らいいのか。また、「すべては当事者の

自己決定による」ということは、NPやト

ランセンドが（非暴力手段によって、で

あっても）＜介入＞するときに、どのよ

うに関わることで可能となるのか。NP

（J）の守備範囲を明確にし、トランセ

ンドや、あるいはその他の団体とも協力

してできることを模索することが、今後

重要になってくるであろう。 

 

トランセンドは、紛争の平和的手段によ

る転換のための対話の場を「積極的に」

ファシリテートする。NPは、地元当事者

による紛争解決のための環境づくりを

目的としているので、「平和のための空

間」を創出することに専念する。トラン

センドは「平和のための空間」で、平和

（紛争転換という状況）を創出する。ま

た、NPは、「平和のための空間」づくり

には「する平和主義」を適用するが、「平

和の空間」づくりには主として（積極的

な意味において）「しない平和主義」を

適用する。それに対し、トランセンドは、

「平和の空間」づくりにも「する平和主

義」を適用する程度が高いので、両者の

協力活動は成り立つのではないか。 

 

トランセンドの場合、調停という名の介

入をし、そこで当事者から様々なアイデ

アを引き出す。調停者自身のアイデアを

提案する場合もある。NPの場合は、原則

として人民自決権を最重要視し、NPメン

バー自身のアイデアは表明しない。どち

らにしても、当事者との信頼関係が成立

しないと、平和ワーク自体が自己欺瞞で

しかなくなる。「依頼されたから」その

場へオジャマします、という＜言い訳＞

は、ちょっと矛盾を含む。そこに出かけ

ていくこと自体がすでに＜お節介な介

入＞であり現場に影響を与えることに

なる。＜非暴力介入＞とは、こういった

ジレンマと矛盾に満ちているが、もっと

検討されるべき重要な課題であること

を再確認した会合であった。  
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この、ある意味＜大それた＞仕事を、慎

重に、しかし、必要とされるならば大胆

に進めねばならない。10名（うち7名が

NPJ会員、5名がトランセンド会員、両方

に関わるのは3名）という小規模の会合

となったが、中身は非常に濃く充実して

いた。当初の予定（2時間）を大幅に超

えて3時間にもわたる交流会・対話の会

となった。北九州や、鹿児島、東京から

も駆け付けていただき、熱心に参加いた

だいたことは大変ありがたいことであ

った。以上、今後の両NGOネットワーク

の発展を祈りつつ簡単な報告とする。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ウマールウマールウマールウマール・・・・ジャリールジャリールジャリールジャリールのののの誘拐誘拐誘拐誘拐にににに関関関関するするするする    

非暴力平和隊公式声明非暴力平和隊公式声明非暴力平和隊公式声明非暴力平和隊公式声明    

 

2月 13日の早朝、フィリピンのミンダ

ナオ地域のバジラン島で活動していた

NP（非暴力平和隊）スタッフのウマー

ル・ジャリール（スリランカ出身）が

武装グループにより住居から誘拐され

たことはニューズレター2月号（27号）

でお知らせしました。非暴力平和隊は、

特別なグループを組織しウマール・ジ

ャリール氏の一刻も早い解放に努力し

ておりますが、4月 18日（月）に公式

状況の発表がありましたので以下に掲

載いたします。 

 

■ *ウマール・ジャリールが、非暴力

的に、また一刻も早く解放されること

を私どもが強く望んでいることをあら

ためて申し上げます。 

*私たち非暴力平和隊はミンダナオの

市民社会のいくつかの団体の招きで活

動をしています。フィリピンでは 2007

年 5月以来活動しており、和平交渉に

関わっている主なグループのすべての

公式な支持を得ています。 

*非暴力平和隊は身代金を支払うこと

はしないとあらためて申し上げます。 

*ミンダナオ地区、またフィリピン全土

の関係者のみなさま、パートナーのみ

なさま、  

 

状況を案じてくださるみなさますべて

のご支援に対し、非暴力平和隊は大変

感謝しております。■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

NPJ の 5 年間の活動の総括と展望に関

する関東地区の集会は、5 月 26 日（火）

午後、東京、本郷にある「「「「わだつみわだつみわだつみわだつみ

のこえのこえのこえのこえ」」」」記念館記念館記念館記念館で開催予定です。 

NPJ 共同代表の君島東彦氏が所属する

立命館大学には「わだつみのこえ」像

があり、さらに、５月下旬ないし６月

上旬に刊行予定の君島東彦編『平和学

を学ぶ人のために』（世界思想社）の本

の表紙写真は「わだつみのこえ」像で

す。この本ではもちろん非暴力平和隊

や国際平和旅団のことを紹介していま

すし、奥本理事には「＜平和家＞とし

ての芸術家」という章を書かれている

とのことです。 

ぜひ、お近くの図書館に購入依頼をし

ていただきたいと思います。   ■ 
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非暴力平和隊非暴力平和隊非暴力平和隊非暴力平和隊・・・・日本日本日本日本    2008200820082008 年度決算年度決算年度決算年度決算    

（2008 年 4 月１日～2009 年 3 月 31 日）  

項目 予算 実績 

参加費 40,000 35,050 

会費 1,200,000 933,000 

カンパ 700,000 610,900 

書籍等売上  497,900 

雑収入 170,000 36,434 

経常収入計経常収入計経常収入計経常収入計    2,110,0002,110,0002,110,0002,110,000    2,113,2842,113,2842,113,2842,113,284    

商品仕入(書籍等) 100,000 393,120 

発送配達費 100,000 106,220 

給料手当 360,000 360,000 

事務所賃貸料 300,000 300,000 

振込料 15,000 17,640 

会場費 70,000 7,000 

事務費 170,000 65,486 

旅費交通費 300,000 399,510 

通信費 60,000 70,060 

活動支援費 300,000 0 

講師費用 150,000 20,000 

研修参加費 40,000 0 

雑費 40,000 23,840 

スリランカ･カンパ 100,000 0 

広報費  0 

経常支出計経常支出計経常支出計経常支出計    2,105,0002,105,0002,105,0002,105,000    1,762,8761,762,8761,762,8761,762,876    

当期経常収支過不足 5,000 350,408 

前期繰越剰余 1,136,832 1,136,832 

今期経常繰越剰余金 1,141,832 1,487,240 

特別収支残高 3,977,310 3,977,310 

残残残残高合計高合計高合計高合計    5,119,1425,119,1425,119,1425,119,142    5,464,5505,464,5505,464,5505,464,550    

注記：当期経常収支＋350,408は支出の次年度への 
繰り延べによるものです（活動支援費：国際理事会 
派遣費、スリランカ・カンパ送金など）。 
また、3月 14日の総会で,NPJウエブサイト刷新費用 

として 200,000が承認さ

れましたが、支払いが次

年度となりました。 
一方、会費、カンパは予

算未達でした。ご協力よ

ろしくお願いいたします。 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■ 会員募集 

 

❂正会員正会員正会員正会員（（（（議決権議決権議決権議決権ありありありあり））））    

・一般個人：１万円、学生個

人：３千円、* 団体は正会員

にはなれません。 

❂賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員（（（（議決権議決権議決権議決権なしなしなしなし））））    

・一般個人：５千円（１口） 

・学生個人：２千円（１口） 

・団体 ：１万円（１口） 

■  郵 便 振 替郵 便 振 替郵 便 振 替郵 便 振 替 ： 00110 ‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐

462182 加入者名：NPJNPJNPJNPJ：：：：＊通信

欄に会員の種類を(賛助会員の

場合は口数も)ご明記ください。 

例：賛助個人１口 

■ 銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込：三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行    白白白白

山支店山支店山支店山支店 普通普通普通普通    6622651662265166226516622651 口座

名義：NPJNPJNPJNPJ 代表代表代表代表    大畑豊大畑豊大畑豊大畑豊    ＊銀行

振込をご利用の場合は、お手数

ですが電話･ファックス･メー

ルのいずれかを通じて入会希

望の旨、NPJ 事務局までご連絡

くださいますようお願いいた

します。 

■ ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトからのおからのおからのおからのお申申申申
込込込込：ht http://np-japan.org/ 
/~ cgi-bin/sformmail.php 
 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

非暴力平和隊非暴力平和隊非暴力平和隊非暴力平和隊（（（（NP,Nonviolent NP,Nonviolent NP,Nonviolent NP,Nonviolent 

PeaceforcePeaceforcePeaceforcePeaceforce））））とはとはとはとは……………………地域紛争の非

暴力的解決を実践するために活

動している国際 NGO で、非暴力平

和隊・日本（ＮＰＪ）はその日本

グループです。 
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